
 

 

 

５．基本理念と施策目標 

現⾏ビジョンの基本理念を⽰すとともに、厚⽣労働省の新⽔道ビジョンの体系を基本として、「３．中
津市⽔道事業の現状」で⽰した施策⽬標のもと、課題を改善する基本体系を⽰します。 
 
５－１ 基本理念と施策目標 

少⼦⾼齢化やライフスタイルの変化による⽔需給の減少及び、⽼朽化施設の増加、災害に対する備
えなど、⽔道事業を取り巻く状況が厳しくなるなかで、本市⽔道事業は今後も、公衆衛⽣の向上を図り、
住⺠⽣活において⽋くことのできないライフラインとして、安全で良質な⽔を安定して供給していく責務が
あります。 

そのために、本市⽔道事業の今後の⽅向性を定めるためにも、「なかつの⼭を育て、⽔を守り、未来の
⼦供たちへつなぐ」という基本理念をもって、将来につながる事業運営を努めてまいります。 

これからの⽔道は、取り巻く時代や環境の変化に適応しつつ、５０年後、100 年後の将来まで、いつ
でも、どこでも、誰でも、安⼼して利⽤可能であり続けることが求められます。そこで、この基本理念の実現
に向けて、安全・強靭・持続の観点から次に⽰す理想像を掲げ、各施策の推進を図っていきます。 
 

 

 

 

 

なかつの山を育て、
水を守り、

未来の子供たちへつなぐ
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５－２ 基本体系 

 本市独⾃の⽔道事業における課題や、厚⽣労働省が掲げる新⽔道ビジョン推進のために取り組むべ
き主要事項を踏まえて、前述した基本理念に基づく理想像実現のために取り組むべき推進⽅策を抽出
します。「安全」、「強靭」、「持続」の３つの観点から抽出した推進⽅策についての施策体系図は、次図
に⽰すとおりです。 
 

 

図 5.2.1 施策体系図 
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